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　「公共下水道」「農業集落排水」「浄化槽」は、何でも流せるというものではありません。

　ティッシュペーパーや紙おむつなどの水に溶けない紙や、タオルなどの布が下水道に流れ込んだことにより、
汚水を下流へ送水するポンプが詰まったり、壊れたりする事例が実際に起こっています。
　これは、使用する皆さんが気をつけることによって防ぐことができますので、ご協力をお願いします。

　公共下水道、農業集落排水、市町村設置型浄化槽をご利用の
方で、上水道以外の水を使用している場合には、使用人数で使
用料を計算しています。
　このため、次のような場合には、使用料の計算方法が変わり
ますので、速やかに届け出をお願いします。
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油は排水管の中で固

まるので、管が詰まる

原因となります。残飯

や野菜くずも詰まりや

悪臭の元になります。

就職や結婚、転職、退職などさまざまな節目には、国民年金の加入の種類や保険料の納め方が

変わりますので、その都度届け出が必要になります。届け出を忘れると、将来受け取る年金額が

減額になったり、受け取れなくなったりする場合がありますので、忘れずに届け出ましょう。

ティッシュペーパー

や紙おむつなどは水に

溶けないため、排水管

やポンプを詰まらせて

しまいます。

タオルや布も詰ま

りの原因となります。

誤って下水道に流して

しまわないように注意

してください。

ナプキンやタンポンなどの生
理用品は、水に溶けません。ま
た、包装紙も水に溶けません。
絡まって大きな塊となり、ポン
プや処理場の機械を故障させて
います。紙などに包み、燃える
ごみとして処分してください。
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ん
か
？

はルールを守って使いましょう！はルールを守って使いましょう！
下水道課管理係　☎ 0824-73-1175

保健医療課国保年金係　☎ 0824-73-1158

加入者は、職業などによって３つのグループに分かれています。

水に溶けない紙が固まりポンプに詰まります ポンプに物が詰まると、ポンプを引き上げて分解し、修理します

下水道使用のルール ～何でも流せるわけではありません～

国保からのお知らせ

月に数件の異常が発生しています

井戸水など（上水道以外の水）をご使用の方へのお願い

油や残飯は
流さないで

水に溶けない
紙は流さないで

タオルや布は
流さないで

生理用品は流さないで

浄化槽の法定検査は必ず受けましょう
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他の市町村から引っ越してきたとき 印鑑・他市町村の転出証明書

職場の健康保険をやめたとき 印鑑・職場の健康保険をやめたことの証明書

家族の職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 印鑑・被扶養者でなくなったことの証明書

国
保
を

や
め
る
と
き

他の市町村に引っ越すとき 印鑑・保険証

職場の健康保険に加入したとき 印鑑・国保と職場の健康保険の保険証

家族の職場の健康保険の被扶養者になったとき 印鑑・国保と被扶養者の新しい健康保険の保険証

そ
の
他
の

届
け
出

住所、世帯主、氏名が変わったとき 印鑑・保険証

修学のため、別に住所を定めるとき 印鑑・保険証・在学証明書

節目の届け出を忘れずに

被保険者被保険者のの種別種別

届け出が必要なとき 手続きの内容 持参するもの

勤務先を退職したとき
( 厚生年金加入者の場合)

第２号被保険者から第１号被保険者になります。
（第３号被保険者に該当する場合を除く。）
※被保険者種別は下の表をご覧ください。

印鑑、年金手帳、社会保険などの資格を
喪失した証明書（勤務先で作成されます。）

配偶者に扶養されていたが
①扶養から外れたとき
②配偶者が厚生年金資格を喪失し
たとき

①、②のいずれも、第３号被保険者から第１号被
保険者になります。

印鑑、年金手帳、社会保険などの資格を
喪失した証明書（勤務先で作成されます。）

１号 自営業者、学生、農林漁業者の方など。加入手続きは市役所国民年金担当窓口で行います。

２号 会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加入している方。加入手続きは勤務先が行います。

３号 第２号被保険者に扶養されている配偶者の方。加入手続きは第２号被保険者の勤務先を経由して行います。

国 民
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20歳以上の学生の方も、国民年金に加入します！20歳以上の学生の方も、国民年金に加入します！
20 歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。20歳になった方には、日本年金機構から「国民年金加入

のお知らせ」や国民年金保険料の納付書などが届きます。

　なお、申請により後払いにできる「学生納付特例制度」があります。この制度の申請を行わず、保険料を未納のままにしておくと、不

慮の事故などにより障害が残った場合に受け取れる「障害年金」を、受けることができなくなりますのでご注意ください。

１ ２ ３ ４

効率化検査機関
公益社団法人　広島県浄化槽協会

効率化検査料（１０人槽以下の場合）
単独・合併浄化槽いずれも5,000 円

　浄化槽を使用している方は、適正な維持管理のため、定期的
な保守点検や清掃を行い、法定検査を受けることが必要です。
　法定検査は毎年１回の受検が義務付けられています。10 人
槽以下の場合は５年間で効率化検査が４回、ガイドライン検査
が１回実施されています。本年度は効率化検査の年に当たりま
すので、必ず検査を受けてください。

●使用人数が変わったとき
　例）転入、転出、出生、死亡、進学などで使用人数が

変わったとき

●使用している水の種類が変わったとき
　例）井戸水のみの使用から、井戸水と上水道の併

用になったとき
　例）井戸水と上水道の併用から、上水道のみの使

用になったとき令和２年度は浄化槽の
「効率化検査」の年です
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